
番場商店街振興組合・みやのかわ商店街振興組合コラボイベント

絆バザール参加店募集

◆開催概要

　タイトル　番場商店街振興組合・みやのかわ商店街振興組合コラボイベント絆バザール
　日　　程　２０２６年２月１５日（日）
　時　　間　１１時～１７時　　※出展者は午前９時に会場にて朝礼。
　会　　場　秩父まつり会館駐車場および周辺

　内　　容　飲食イベント：ちちぶの地酒および各種グルメ
　　　　　　　　　　　　　　　秩父地域の他、三陸、静岡下田、千葉佐原より出展予定
　　　　　　　ステージ：秩父屋台囃子、獅子舞　他を予定
　
◆店舗参加条件

　・秩父地域に移住を検討されている方または移住されて１年未満の方
　・秩父地域にて飲食店または物販店の開業を検討されている方

　
　・出展料　１０,０００円　
　　　※テント、机等必要な場合は有償で用意可能。
　　　※来場者が飲食するテーブル、椅子は実行委員会にて準備致します。
　　　※出展希望の店舗は別紙用紙をご参照の上、記入し提出してください。

　・先着　５　店舗の募集となりますので、お早めにお申し込みください。

◆趣旨説明◆
　平素より格別のご厚情を賜り厚くお礼申し上げます 。
2026年2月15日（日）に番場商店街振興組合・みやのかわ商店街振興組合コラボイ
ベント「絆バザール」を開催いたします。
　当日は今回で13回目を迎える秩父ウイスキー祭りが秩父神社及び秩父地場産セ
ンター周辺で開催されており、その中間地点である秩父祭り会館駐車場周辺
にて秩父の地酒や各種グルメを楽しめる企画となっており、この地域を一緒に盛り
上げていただける方を募集しております。
　秩父地域に移住・開業を検討されている方にもこの機会に出店いただき、今後の
参考にしていただければ幸いです。概要は下記の通りとなりますのでご確認くだ
さい。

秩父地域に移住・開業を検討されている皆様へご案内

　　　　出店希望の方は別紙記入用紙を記入の上提出ください。
　　　　２０２６年１月３１日（土）18時まで　

　より多くの店舗様のご参加何卒宜しくお願い致します。

※その他詳細は(株)清水金物　島田香名子　まで問い合わせをお願いします。
　　TEL：０４９４-２２-５３０７　　　１０時～１７時　平日のみ



出展申込書・出展要項

絆バザール

事　業　所　名 代　表　者　名

住　　　所 〒

連　絡　先 担当者名　

　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　　　　　　　　　　　FAX

当日の管理責任者 当日連絡先　　（　　　） 飲食出展者は

保険所登録の

食品衛生責任者
出　展　内　容 　　展示のみ　・　展示即売

展　示　品　名

販  売  品  名  他

令和　年　　　月　　　日

申込コマ数

　　　　　　　　　コマ

合計金額

（出展料＋オプション）

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　円

サイズ・規格等 単価（税込） 申込数　　　　　　　　　　　　金　額

出
展
料

テント 1コマ　間口180cm×奥行300cm　　　　　　 １０,000 　　　　　　　　　　　　　

オ
プ
シ
ョ
ン

テーブル 幅180cm×奥行45cm×高70cm 1,000

イス 折りたたみパイプイス 350

電気使用 単相100V通常コンセント1kwごとに 3,000

●応募締切　令和８年１月３１日（土）18時　必着　

●その他　　出展料はイベント当日の清算となります。
　　　　　　　　締切後の申込内容の変更についてはご希望に添えない場合があります。
　　　　　　　　その他ご不明な点はお問合せ下さい。

●申し込み・問合せ先　【清水金物】島田香名子　E-mail : miyanokawa.n@gmail.com

                                                             　　TEL：０４９４-２２-５３０７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  FAX：０４９４-２４-９７７９

1：搬入搬出　搬入午前9時00分より朝礼を行いますのでその後の搬入となります。
　　　　　　　　　※搬出は午後６時００分以降でお願い致します。

2：コマ割り　1コマは【間口180cm×奥行300cm】となります。
　　　　　　　
3：備品など　テーブル、イスなどについては主催者で準備する場合は有料（レンタル）になります。
　　　　　　　　　必要な場合は上記出展申込書にてお申し込みください。
　　　　　　　　※レンタル契約した備品の破損等により生じた修繕費用等につきましては出展者負担となります。

4：駐車場　　出展者用の駐車場はありませんので各出展者にて調整をお願い致します。

5：管　　理　会期中の会場全体管理については主催者が行いますが、各出品物・売上金等の管理、食中毒等の
　　　　　　　衛生管理については出展者それぞれが責任を持って行ってください。
　　　　　　　なお、主催者は、天災地変その他不可抗力による損失については責任を負いません。

6：ゴミ処理　出展者が出したゴミは出展者が処分してください。出展者ごとにゴミ箱の設置をお願い致します。


